
・届出書（副本） 
・添付書類（副本） 等 

建築物省エネ法 届出に係る手続きの流れ 

習志野市 
建 築 主 
（届出者） 

指示 
（不適合かつ必要と認める場合） 

 

届出の受取 

届出の内容確認 

計画を変更する 
場合 

（軽微な変更を除く） 

変更届出の内容確認 

指示に係る措置 

変更の届出 

変更届出書等（副本） 

・届出書 
・添付書類 
  設計内容説明書 
  各種図面、計算書 
  その他 

【エネルギー消費性能の確保のための 
構造及び設備に関する計画の手続き】 

建築主 

届出書等（副本） 

特定建築物に係る 
報告、検査等の実施 

適合に関する報告 
工事現場での検査 

報告、検査等の求め 

（必要な場合） 

竣工 

届出 

届出の受付 

工
事
着
工 

着工日の２１日前まで 

（設計住宅性能評価書(断熱等
級４及び一次エネルギー消費
量等級４又は等級５)又は

BELLS評価書を添付する場合
は着工日の３日前まで） 


